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○山梨県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関す

る条例施行規則 

平成九年一月二十三日 

山梨県公安委員会規則第一号 

改正 平成一四年一月二一日公委規則第一号 

平成一七年三月二八日公委規則第七号 

平成二四年七月六日公委規則第六号 

平成二八年三月二八日公委規則第二号 

〔山梨県テレホンクラブ等営業の規制に関する条例施行規則〕を次のように定める。 

山梨県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関する

条例施行規則 

（平一四公委規則一・改称） 

（趣旨） 

第一条 この規則は、山梨県青少年によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の

規制に関する条例（平成八年山梨県条例第二十三号。以下「条例」という。）の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（平一四公委規則一・一部改正） 

（利用カードの販売をする営業の開始の届出） 

第二条 条例第四条第一項の規定による届出は、利用カード販売営業届出書（第一号様式）

により行わなければならない。 

２ 条例第四条第一項第四号に規定する公安委員会規則で定める事項は、次に掲げるとおり

とする。 

一 自動販売機により利用カードを販売する場合にあっては、当該自動販売機の名称、型

式及び製造番号 

二 利用カードの販売をする営業の開始予定年月日 

３ 第一項の利用カード販売営業届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 利用カード販売所の設置場所付近の見取図及び当該利用カード販売所（自動販売機に

より利用カードを販売する場合にあっては、当該自動販売機を設置する施設）の平面図 

二 利用カードの販売をする営業を営もうとする者が個人であるときは、住民票の写し 

三 利用カードの販売をする営業を営もうとする者が法人であるときは、その法人の登記

事項証明書 



2/9 

（平一四公委規則一・旧第五条繰上・一部改正、平一七公委規則七・平二四公委規

則六・一部改正） 

（利用カード販売所の営業の廃止又は変更に係る届出） 

第三条 条例第四条第二項の規定による廃止の届出は、利用カード販売営業廃止届出書（第

二号様式）により行わなければならない。 

２ 条例第四条第二項の規定による変更の届出は、利用カード販売営業変更届出書（第三号

様式）により行わなければならない。この場合において、当該届出書には、前条第三項各

号に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。 

（平一四公委規則一・旧第六条繰上・一部改正） 

（自己の営業に関する広告物） 

第四条 条例第五条第一項ただし書の公安委員会規則で定める広告物は、次に掲げる基準の

いずれにも適合したものでなければならない。 

一 一の営業所につき表示面積の合計が五平方メートル以下のものであること。 

二 ネオン管を使用しないものであること。 

三 回転灯を使用しないものであること。 

四 照明が点滅しないものであること。 

五 蛍光、夜光等の発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用しないものであること。 

六 表示の内容が変化しないものであること。 

（平一四公委規則一・旧第七条繰上・一部改正） 

（命令書） 

第五条 条例第九条第一項の規定による命令は、命令書（第四号様式）を交付して行うもの

とする。 

（平一四公委規則一・旧第八条繰上・一部改正） 

（指示書） 

第六条 条例第十条の規定による指示は、指示書（第五号様式）を交付して行うものとする。 

（平一四公委規則一・追加） 

（聴聞手続） 

第七条 条例第十二条の規定による聴聞を行う場合の手続については、聴聞及び弁明の機会

の付与に関する規則（平成六年国家公安委員会規則第二十六号）の定めるところに準じて

行うものとする。 

（平一四公委規則一・旧第九条繰上・一部改正） 
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（届出書等の提出） 

第八条 第二条第一項又は第三条第一項若しくは第二項の規定による届出書の提出は、当該

届出書に係る利用カード販売所の所在地を管轄する警察署長を経由して行うものとする。

ただし、同時に二以上の利用カード販売所に係る第三条第一項又は第二項に規定する届出

書を提出するときは、それらの利用カード販売所のうちいずれか一の所在地を管轄する警

察署長を経由して行うことができる。 

２ 前項ただし書の規定によりいずれか一の所在地を管轄する警察署長を経由して第三条

第二項に規定する届出書を提出する場合又は一の警察署の管轄区域内にある二以上の利

用カード販売所について同時に第二条第一項に規定する届出書を提出する場合において、

これらの届出書に添付しなければならないこととされている書類のうち同一の内容とな

るものがあるときは、当該同一の内容となる書類については、一部をこれらの届出書のい

ずれか一通に添付すれば足りる。 

（平一四公委規則一・旧第十条繰上・一部改正） 

附 則 

この規則は、平成九年四月一日から施行する。 

附 則（平成一四年公委規則第一号） 

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。 

附 則（平成一七年公委規則第七号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第四号様式及び第五号様式の改正規定は、

平成十七年四月一日から施行する。 

附 則（平成二四年公委規則第六号） 

この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。 

附 則（平成二八年公委規則第二号） 

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。 
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第１号様式（第２条関係） 

（平14公委規則１・全改、平17公委規則７・平24公委規則６・一部改正） 

第２号様式（第３条関係） 

（平14公委規則１・全改） 

第３号様式（第３条関係） 

（平14公委規則１・全改、平17公委規則７・一部改正） 

第４号様式（第５条関係） 

（平14公委規則１・全改、平17公委規則７・平28公委規則２・一部改正） 

第５号様式（第６条関係） 

（平14公委規則１・全改、平17公委規則７・平28公委規則２・一部改正） 

 


